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６ 障害者支援施設等 
 

障害者支援施設は、夜間における入浴、排せつ等の介護を行う施設入所支援サ

ービスのほか、日中活動を支援するためのサービスを行っています。 

その他、日中活動を支援するためのサービスとして生活介護、自立訓練、就労

移行支援又は就労継続支援等を行う事業所もあります。 

これらの障害者支援施設等に対する実地指導権限は、都と区市町村とにあり

ます。都は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以

下「障害者総合支援法」という。）第１１条第２項の規定に基づいて実地指導を実

施しています。 

また、児童福祉施設のうち、障害児入所施設については、児童福祉法第２４条第１５

項の規定に基づいて実地指導を実施しています。 

 

 

（（１１））  令令和和元元年年度度  検検査査実実施施状状況況  
 

障害者支援施設等及び障害児入所施設については、全体の８．０％に当たる

１６７事業に対して実地指導を行いました。また、２３９事業に対して集団指導を

行いました。 
 

 

アア  実実地地指指導導  

種別 対象数(a) 実地指導数(b) 
うち文書指摘 

事業数 
実施率(b/a) 

障障害害者者支支援援施施設設等等  22,,006644  116611  112233  77..88%%  

障障害害児児入入所所施施設設  2200  66  33  3300..00%%  

計計  22,,008844  116677  112266  88..00%%  

 
障害児入所施設については、八王子市に所在する施設を含みます。 

 

 

イイ  集集団団指指導導  

参加事業数 主な内容 

223399  

・実地指導で見受けられる事例 

・虐待防止、人権擁護 

・事業運営に関する留意事項 

・障害者施策の動向等 

  

（単位：事業） 
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文文書書指指摘摘内内訳訳（（上上位位 55 項項目目））  

（（２２））  主主なな指指摘摘事事項項  
 

アア  障障害害者者支支援援施施設設等等  
 

実地指導を行った１６1事業のうち、１２３事業が何らかの文書指摘を受けて

います。その１２３事業のうち、１０７事業が「利用者の人権擁護、虐待防止等の

ための体制の整備を行うこと」について指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

事業数 

 利利用用者者のの人人権権擁擁護護、、虐虐待待防防止止等等ののたためめのの体体制制のの整整備備をを行行ううこことと。。 

107 

  

◇ 障害者虐待防止に係る研修を実施していない。 

◇ 虐待防止の責任者や虐待防止のための委員会等内部組織を設置していな

い。 

（虐待防止法第15条、都条例第136号第3条第3項、都条例第155号第3条第3項、障

害者虐待の防止と対応の手引き） 

 ササーービビスス提提供供にに係係るる記記録録又又はは確確認認をを適適正正にに行行ううこことと。。 

27 

  

◇ サービスの提供を行った際に、サービスの提供日、内容その他必要な事項を

その都度記録していない。また、記録について利用者から確認を受けていな

い。 

（都条例第136号第24条、都条例第155号第58条、第93条・第147条・第170条・

第183条・第188条・第192条の12（各条とも第23条準用）、第154条） 

指摘

あり

123

指摘

なし

38

文文書書指指摘摘状状況況（（事事業業数数））

実地指導実施

161

人権擁護、虐待防止等の体制整備 

サービス提供に係る記録・確認 

業務管理体制の整備に関する届出 

個別支援計画未作成減算 

目標工賃及び工賃実績の通知 

 

15事業

16事業

26事業

27事業

107事業

0% 20% 40% 60% 80%

指摘を受けた 123 事業に対する割合 

指摘率 76.4％ 
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【根拠法令等】 

＊虐待防止法 

＝平成23年6月24日法律第79号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

＊支援法 

＝平成17年11月7日法律第123号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

＊支援法規則 

＝平成18年2月28日厚生労働省令第19号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則」 

＊障害者虐待の防止と対応の手引き 

＝平成30年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室「障害者福祉施設

等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

＊報酬告示 

＝平成18年9月29日厚生労働省告示第523号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準」 

＊留意事項通知 

＝平成18年10月31日障発第1031001号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準等の制定に伴う留意事項について」 

＊都条例第136号 

＝平成24年12月13日東京都条例第136号「東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準 

に関する条例」 

＊都条例第155号 

＝平成24年12月13日東京都条例第155号「東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び 

  運営の基準に関する条例」 

 

  

 業業務務管管理理体体制制のの整整備備にに関関すするる事事項項をを届届けけ出出てていいなないいののでで是是正正すするるこことと。。  

26 

  
◇ 法令遵守責任者を選出しておらず、業務管理体制の整備に関する事項を届け

出ていない。 
（支援法第51条の２第１項及び第２項、支援法規則第34条の27、第34条の28第１項） 

 個個別別支支援援計計画画未未作作成成減減算算をを適適正正にに算算定定すするるこことと。。  

16 
 

◇ 個別支援計画が未作成のままサービスを提供していた。また、報酬を減算す

ることなく請求していた。 
（都条例第136号第3条第1項、都条例第155号第3条第1項、報酬告示別表第５の１の

注9（２）・第6の1の注5（2）・第9の1の注3（2）・第10の１の注４（2）・第11の

１の注6（2）、第12の１の注5（2）・第13の1の注4（2）、第14の1の注5（2）、

第14の2の注３（2）、留意事項通知第二の1（10）） 

 当当該該年年度度のの目目標標工工賃賃とと、、前前年年度度のの工工賃賃実実績績をを利利用用者者にに通通知知すするるこことと。。  

15 
  

◇ 年度ごとに、目標とする工賃の水準を設定し、当該目標とする工賃の水準及

び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知していな

い。 
（都条例第136号第35条第４項、第155号第187条第４項） 

 そそのの他他  

109 

（延べ） 
◇ 就労支援事業の会計基準に定める明細書を作成すること。 

◇ 事故発生時に行政処理、家族等へ連絡がされていなので是正すること。 

◇ 欠席時対応加算の算定が適正に行われていないので是正すること。 等 

合合計計（（延延べべ）） 300 
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イイ  障障害害児児入入所所施施設設  
 

実地指導を行った６事業のうち、３事業が何らかの文書指摘を受けています。

その３事業のうち、２事業が「障害児の人権擁護、虐待防止等のための体制の

整備を行うこと」について指摘されています。 

 

 

【根拠法令等】 

＊虐待防止法 

＝平成23年6月24日法律第79号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

＊障害者虐待の防止と対応の手引き 

＝平成30年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室「障害者福祉 

施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

＊都条例140号 

＝平成24年12月13日東京都条例第140号「東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準 

に関する条例」 

＊施設・事業所における事故等防止対策の徹底について 

 ＝平成3１年4月17日東京都福祉保健局障害者施策推進部「施設・事業所における事故等防止対策の徹

底について（依頼）」 

＊報酬告示 

 ＝平成24年3月14日厚生労働省告示第123号「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の

算定に関する基準」  
＊留意事項通知 

＝平成24年3月30日障発第0330号第16号「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援

に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 

 

 

 

 

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

事業数 

 障障害害児児のの人人権権擁擁護護、、虐虐待待防防止止等等ののたためめのの体体制制のの整整備備をを行行ううこことと。。  

2 

  

◇ 虐待防止の責任者の設置、職員への周知徹底、研修の実施が不十分等、虐待

防止のための体制の整備を行っていない。 

（都条例140号第３条第４項、虐待防止法第15条、障害者虐待の防止と対応の手引き） 

 入入所所支支援援計計画画未未作作成成減減算算をを適適正正にに算算定定すするるこことと。。  

1 

  

◇ 入所支援計画が未作成のままサービスを提供していた。また、報酬を減算す

ることなく請求を行っていた。 

（条例第140号第３条第１項、報酬告示別表第１の１の注２の（2）・第2の1の注2の

（2）、留意事項通知第二の１の（７）） 

 そそのの他他  

2 

（延べ） 
  

◇ 地域移行加算の算定が適正に行われていない。 

◇ 領収証を交付していない。 

合合計計（（延延べべ）） ５ 
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（（３３））  指指導導事事例例  
 

アア  障障害害者者支支援援施施設設等等  

 

（個別支援計画未作成減算を適正に算定すること。） 

 

○ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その

他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、当該

個別支援計画に基づき利用者に対して指定障害福祉サービス（以下「サー

ビス」という。）を提供しなければなりません。 

また、個別支援計画を作成せずにサービス提供していた場合には、当該

月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、未作成の期間に

応じ、所定単位数に所定の割合を乗じて請求しなければなりません。 

 

○ しかしながら、東京都の実地指導においては、新規利用者の個別支援計

画の作成が遅延するなどし、個別支援計画が未作成のままサービスを提供

していたにもかかわらず、減算を行うことなく所定単位数を算定している

事例が見受けられました。 

 

○ このような事例に対して都は、個別支援計画の作成と併せて不適正な介

護給付費について自主点検を行い、区市町村等の支給決定権者と協議の上、

適切に処理するとともに、その結果を東京都に報告するよう指導を行って

います。 

【根拠法令等】 

＊平成18年9月29日厚生労働省告示第523号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 

するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用 

の額の算定に関する基準」別表第5の1の注9（2）、第6の1の注5（2）・第9の1の注3（2）・ 

第10の１の注４（2）・第11の１の注6（2）、第12の１の注5（2）・第13の1の注4（2）、第 

14の1の注5（2）、第14の2の注３（2） 

＊平成24年12月13日東京都条例第136号「東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の 

基準に関する条例」第3条第1項 

＊平成24年12月13日東京都条例第155号「東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 

及び運営の基準に関する条例」第3条第1項 

＊平成18年10月31日障発第1031001号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す 

     るための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の 

額の算定に関する基準等の制定に伴う留意事項について」第二の1（10） 
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イイ  障障害害児児入入所所施施設設  

 

（領収証を交付していないので是正すること。） 

○ 指定障害児入所施設は、入所給付決定保護者から入所利用者負担額等の

支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、支払った入所給付決定保

護者に対して交付しなければなりません。 

○ しかしながら、東京都の実地指導において、当該領収証の交付をしてい

ない事例が見受けられました。 

○ このような事例に対して都は、入所給付決定保護者から入所利用者負担

額等の支払を受けた場合は、領収証の交付をするよう指導しています。 

【根拠法令等】 

＊平成24年12月13日東京都条例第140号「東京都指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例」第21条第４項 
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７ 障害福祉在宅サービス事業等 
（障害福祉在宅サービス事業、障害児通所支援事業） 

 

障害者総合支援法に基づく在宅サービスには、日常生活を営むことに支障が

ある在宅の障害者が生活全般の介護、家事等の支援を受ける居宅介護のほか、共

同生活援助（グループホーム）などがあります。 

これら障害福祉サービス事業に対する実地指導権限は、都と区市町村にあり

ます。都は障害者総合支援法第１１条第２項の規定に基づいて実地指導を実施して

います。 

また、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業につい

ては、児童福祉法第５７条の３の３第４項の規定に基づいて実地指導を実施してい

ます。 

 

 

（（１１））  令令和和元元年年度度  検検査査実実施施状状況況  
 

障害福祉在宅サービス事業等については、全体の２．９％に当たる２４１事業に

対して実地指導を行いました。また、５１３事業に対して集団指導を行いました。 

 

アア  実実地地指指導導  

種別 
対象数

(a) 

実地指導数 

(b) 

うち文書指摘 

事業数 

実施率 

(b/a) 

障障害害福福祉祉在在宅宅ササーービビスス事事業業  66,,990099  117700  114455  22..55%%  

障障害害児児通通所所支支援援事事業業  11,,229900  7711  6688  55..55%%  

計計  88,,119999  224411  221133  22..99%%  

 
障害児通所支援事業については、八王子市に所在する事業を含みます。 

 

 

イイ  集集団団指指導導  

種別 参加事業数 主な内容 

障障害害福福祉祉在在宅宅ササーービビスス事事業業  339977  

・実地指導における主な指摘事項 

 ・事業運営に関する留意事項 

 ・事業指定後の手続 

 ・虐待防止、人権擁護 

障障害害児児通通所所支支援援事事業業  111166※  

・実地指導における主な指摘事項 

 ・事業運営に関する留意事項 

 ・虐待防止、人権擁護 

   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため資料配布のみ 

 

（単位：事業） 
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文文書書指指摘摘内内訳訳（（上上位位 55 項項目目））  

（（２２））  主主なな指指摘摘事事項項  
 

アア  障障害害福福祉祉在在宅宅ササーービビスス事事業業  
 

実地指導を行った１７０事業のうち、１４５事業が何らかの文書指摘を受けて

います。その１４５事業のうち、１３０事業が「利用者の人権擁護、虐待防止等の

ための体制の整備を行うこと」について指摘されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

事業数 

 利利用用者者のの人人権権擁擁護護、、虐虐待待防防止止等等ののたためめのの体体制制のの整整備備をを行行ううこことと。。 

130 

  

◇ 障害者虐待防止に係る研修を実施していない。 

◇ 虐待防止の責任者や虐待防止のための委員会等内部組織を設置していない。 

（虐待防止法第15条、都条例第155号第３条第３項、障害者虐待の防止と対応の手引

き） 

 業業務務管管理理体体制制のの整整備備にに関関すするる事事項項をを届届けけ出出てていいなないいののでで是是正正すするるこことと。。 

30 

  

◇ 法令遵守責任者を選任しておらず、業務管理体制の整備に関する事項を届け

出ていない。 

（支援法第 51 条の２第１項及び第２項、支援法規則第 34 条の 27、第 34 条の 28

第１項） 

指摘

あり

145

指摘

なし

25

文文書書指指摘摘状状況況（（事事業業数数））

実地指導実施

170

人権擁護、虐待防止等の体制整備 

業務管理体制の整備に関する届出 

  重要事項の掲示 

介護給付費等の額の通知 

サービス提供に係る記録・確認 17事業

21事業

26事業

30事業

130事業

0% 30% 60% 90%

指摘を受けた 145 事業に対する割合 
指摘率 8５.3％ 
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【根拠法令等】 

＊虐待防止法 

＝平成23年6月24日法律第79号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

＊障害者虐待の防止と対応の手引き 

＝平成30年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室「障害者福祉施設

等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

＊平24年厚労令第27号 

＝障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準（平成24年3月13日厚生労働省令第27号） 

＊支援法 

＝平成17年11月7日法律第123号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

＊支援法規則 

＝平成18年2月28日厚生労働省令第19号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律施行規則」 

＊都条例第155号 

＝平成24年12月13日東京都条例第155号「東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営の基準に関する条例」 

 運運営営規規程程、、従従業業員員のの勤勤務務体体制制、、協協力力医医療療機機関関そそのの他他利利用用申申込込者者ののササーービビスス

のの選選択択にに資資すするるとと認認めめらられれるる重重要要事事項項をを掲掲示示すするるこことと。。 

26 

  

◇ 当該事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示していない。 

（都条例第155号第35条、第43条、192条の20(第35条準用)、第108条・第199条・

第199条の11・第199条の22（第92条準用）、平24年厚労令第27号第31条第１項、

第45条（第31条第1項準用） 

 介介護護給給付付費費等等のの額額ににつついいてて通通知知をを行行ううこことと。。 

21 

 

◇ 法定代理受領により区市町村から支給を受けた介護給付費（又は訓練等給付

費）の額を利用者に通知していない。 

 
（都条例第155号第27条第１項、第43条・第108条・192条の20・第199条・第199

条の11・第199条の22（各条とも第27条第１項準用）、平24年厚労令第27号第18条

第1項、第45条（第18条第1項準用）） 

 ササーービビスス提提供供にに係係るる記記録録又又はは確確認認をを適適正正にに行行ううこことと。。 

17 

  

◇ サービス提供の記録の際に、サービスを提供したことについて利用者の確
認を得ていない。 

（都条例第155号第23条、第43条・第108条・第192条の20(第23条準用)、第

199条・第199条の11・第199条の22（第58条準用）、平24年厚労令第27号第

15条第2項、第45条（第15条第2項準用）） 

 そそのの他他  

190 

（延べ） 
  

◇ 秘密保持に必要な措置を講じていないので是正すること。 

◇ 従業者の勤務体制を定めていないので是正すること。 

◇ 利用者、その家族に関する情報を提供する際の同意を得ていないので是正す

ること。 等  

合合計計（（延延べべ））  414 
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文文書書指指摘摘内内訳訳（（上上位位 55 項項目目））  

イイ  障障害害児児通通所所支支援援事事業業  
 

実地指導を行った７１事業のうち、６８事業が何らかの文書指摘を受けていま

す。その６８事業のうち、６０事業が「障害児の人権擁護、虐待防止等のための

体制の整備を行うこと」について指摘されています。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

事業数 

 障障害害児児のの人人権権擁擁護護、、虐虐待待防防止止等等ののたためめのの体体制制のの整整備備をを行行ううこことと。。 

60 

  

◇ 虐待防止の責任者の設置、職員への周知徹底、研修の実施が不十分等、虐待

防止のための体制の整備を行っていない。 

（虐待防止法第15条、都条例139号第３条第４項、障害者虐待の防止と対応の手引き） 

 業業務務管管理理体体制制のの整整備備にに関関すするる事事項項をを届届けけ出出てていいなないいののでで是是正正すするるこことと。。 

31 

  

◇ 法令遵守責任者を選任しておらず、業務管理体制の整備に関する事項を届け

出ていない。 

（児福法第21条の5の26第１項及び第2項、児福法施行規則第18条の37、第18

条の38第1号） 

 個個別別支支援援計計画画未未作作成成減減算算をを適適正正にに算算定定すするるこことと。。  

18 

  

 

◇ 個別支援計画が未作成のままサービスを提供していた。また、報酬を減算す

ることなく請求していた。 

 
（条例第139号第３条第１項、第12条及び第76条（第12条準用）、報酬告示別表第1

の1注3（２）及び第３の１注５（2）） 

 

文文書書指指摘摘状状況況（（事事業業数数））

実地指導実施

71

 人権擁護、虐待防止等の体制整備 

業務管理体制の整備に関する届出 

個別支援計画未作成減算 

モニタリング手続 

重要事項の掲示 

指摘を受けた 68 事業に対する割合 指摘率 95.8％ 

指摘あり 

68 10事業

12事業

18事業

31事業

60事業

0% 30% 60% 90%

指摘なし 

3 
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【根拠法令等】 

＊虐待防止法 

＝平成23年6月24日法律第79号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 

＊障害者虐待の防止と対応の手引き 

＝平成30年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室「障害者福祉施設

等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 

＊児福法 

＝昭和22年12月12日法律第164号「児童福祉法」 

＊児福法施行規則 

＝昭和23年3月31日厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」 

＊報酬告示 

＝平成24年3月14日厚生労働省告示第122号「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援

に要する費用の額の算定に関する基準」 

＊留意事項通知 

＝平成24年3月30日障発0330第16号「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要す

る費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 

＊都条例第139号 

＝平成24年12月13日東京都条例第139号「東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営

の基準に関する条例」 

  

 モモニニタタリリンンググにに係係るる手手続続ききがが不不適適正正ななののでで是是正正すするるこことと。。  

12 

  

◇ モンタリング（計画作成後の実施状況の把握、利用者についての継続的なア

セスメント等）を行っていない。また、その結果を記録していない。 

 
（条例第139号第12条第8項及び第76条（第12条第8項準用））  

 重重要要事事項項をを掲掲示示ししてていいなないいののでで是是正正すするるこことと。。  

10 

  

◇ 運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していない。 

 
（条例第139号第76条（第41条準用）  

 そそのの他他  

90 
（延べ）   

◇ 欠席時対応加算の算定が不適正なので是正すること。 

◇ 障害児通所給付費の額に係る通知をしていないので是正すること。 

◇ サービス提供の記録について利用者から確認を得ていないので是正するこ

と。 等 

合合計計（（延延べべ）） 221 
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（（３３））  指指導導事事例例  
 

アア  障障害害福福祉祉在在宅宅ササーービビスス事事業業  

 

（利用者等の情報提供の事前同意を適正に行うこと。） 

○ 指定障害福祉サービス事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はそ

の家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はそ

の家族に同意を得なければなりません。 

○ しかしながら、東京都の実地指導において、あらかじめ文書により利用

者又はその家族に同意を得ていないにもかかわらず、他の事業者等に対し

て利用者やその家族に関する情報を提供している事例が見受けられます。 

○ このような事例に対して都は、他の事業者等に情報を提供するに先立っ

て、利用者とその家族から文書により同意を得るよう指導を行っています。 

【根拠法令等】 

＊平成24年12月13日東京都条例第155号「東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営の基準に関する条例」第36条第2項及び第3項、第43条・第108条・第192条の20・

第199条・第199条の11、第199条の22（各条とも第36条準用） 

＊平成18年12月6日障発第1206001号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」

第三-3(24)② 

 

 

イイ  障障害害児児通通所所支支援援事事業業  

 

（障害児の人権擁護、虐待防止等のための体制の整備を行うこと。） 

○ 指定障害児通所支援事業者は、障害児の人権擁護、虐待の防止等のため、

責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、

研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。 

その他の必要な体制の整備の具体例としては、 

① 内部組織（虐待防止のための委員会）の設置 

② 防止ツール（マニュアル、チェックリスト、倫理規程等）の整備と、

従業員への周知 

などがあります。 

○ しかしながら、東京都の実地指導において、虐待防止の責任者が設置さ

れていない事例、従業者に対する研修が実施されていない事例、防止ツー

ルを作成していない事例などが見受けられます。 

○ このような事例に対して都は、「障害者福祉施設等における障害者虐待

の防止と対応の手引き」を参考に、責任者の設置等の体制整備や研修等を

行うよう指導を行っています。 

【根拠法令等】 

＊平成23年6月24日法律第79号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
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法律」第15条 

＊平成24年12月13日東京都条例第139号「東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及

び運営の基準に関する条例」第3条第4項 

＊平成30年６月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室「障害者

福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」  
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８ 保護施設 
（救護施設、更生施設、宿所提供施設） 

  

保護施設に対する指導検査は、生活保護法第４４条第１項の規定に基づき、関係

法令及び通知による指導事項について検査を行うとともに、運営全般について

助言、指導を行うことによって、適正な事業及び施設の運営並びに施設利用者に

対する支援の向上を図ることを目的として、救護施設、更生施設及び宿所提供施

設に対して実施しています。 

 

令令和和元元年年度度  検検査査実実施施状状況況  
 

保護施設については、全体の５７．１％に当たる１６施設に対して実地検査を行

いました。 

なお、実地検査を行った１６施設で、文書指摘を受けた施設はありませんでし

た。 

 

種別 対象数(a) 実地検査数(b) 文書指摘施設数 実施率(b/a) 

保保護護施施設設  2288  1166  00  5577..11%%  

（単位：施設） 
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９ 児童福祉施設等 （保育所・保育施設を除く。） 
  （児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、 

自立援助ホーム） 

 

指導検査を行った児童福祉施設等は、児童養護施設、児童自立支援施設、乳児

院、母子生活支援施設及び自立援助ホームです。 

指導検査は、児童福祉法の趣旨を踏まえ、児童が「適切に養育され」「その生

活を保障され」「愛され、保護され」「その心身の健やかな成長及び発達並びにそ

の自立が図られる」ために、児童福祉施設等に対し、運営管理、利用者支援及び

会計経理の面から実施しています。 

児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養

護を要する児童を入所させて、養護し、併せてその自立を支援すること等を目的

とした施設です。 

児童養護施設の５６か所を対象に、児童福祉法第４６条の規定に基づいて指導検

査を実施しています。 

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環

境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者

の下から通わせて生活指導、学習指導、職業指導を通じて心身の健全な育成及び

自立支援を図ることを目的とした施設です。 

児童自立支援施設の２か所を対象に、児童福祉法第４６条の規定に基づいて指導

検査を実施しています。 

乳児院は、保護者のいない場合及び保護者による養育が困難又は不適当な場

合に、乳幼児を入所させて、養育する施設です。 

乳児院の１１か所を対象に、児童福祉法第４６条の規定に基づいて指導検査を実

施しています。 

母子生活支援施設は、配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子

及びその者の監護すべき児童を保護するとともに、自立の促進のために生活を

支援する施設です。 

母子生活支援施設の３２か所を対象に、児童福祉法第４６条の規定に基づいて指

導検査を実施しています。 

自立援助ホームは、中学卒業後、就職することにより児童養護施設等を退所し

た児童等に、生活指導等を行うことで社会的に自立するよう援助する施設です。 

自立援助ホームの２０か所を対象に、児童福祉法第３４条の５の規定に基づいて

指導検査を実施しています。 
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（（１１））  令令和和元元年年度度  検検査査実実施施状状況況  
 

児童福祉施設等については、全体の６６．９％に当たる８１施設に対して実地検

査を行いました。 

 

種別 
対象数 

(a) 

実地検査数

(b) 

うち 

文書指摘 

施設数 

実施率

(b/a) 

児児童童養養護護施施設設  5566  5533  1122  9944..66％％  

児児童童自自立立支支援援施施設設  22  22  11  110000..00％％  

乳乳児児院院  1111  1111  55  110000..00％％  

母母子子生生活活支支援援施施設設  3322  88  11  2255..00％％  

自自立立援援助助ホホーームム  2200  77  33  3355..00％％  

計計  112211  8811  2222  6666..99％％  

 
児童福祉施設等については、八王子市に所在する施設（母子生活支援施設を除く。）を含みます。 

 

（（２２））  主主なな指指摘摘事事項項  
 

アア  児児童童養養護護施施設設  
 

実地検査を行った５３施設のうち、１２施設が何らかの文書指摘を受けていま

す。その１２施設のうち、１０施設が「防災訓練（避難・消火・地震等）を適切

に実施すること」について指摘されています。 

 

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

施設数 

 防防災災訓訓練練（（避避難難・・消消火火・・地地震震等等））をを適適切切にに実実施施すするるこことと。。  

10 

  

◇ 非常災害に対応する具体的計画に基づき、不断の注意と訓練をするように

努めなければならず、避難訓練及び消火訓練については月１回以上実施し

なければならないが、避難訓練及び消火訓練を実施していない月があった。 

（都条例第43号第20条第2項、都規則第47号第5条） 

 事事故故発発生生時時対対応応ママニニュュアアルル等等ののママニニュュアアルルににつついいてて、、定定期期的的にに見見直直ししをを行行うう

こことと。。  

1 

  

◇ 利用者の事故防止のための措置として、職員の不注意や危機意識の欠如等

により児童の安全が脅かされることのないよう、具体的な取組として、事故

発生時対応マニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、定期的に見直

しをしなければならないにもかかわらず、見直しを行っていない。 

（児童養護施設運営指針第Ⅱ部5） 

（単位：施設） 
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【根拠法令等】 

＊都条例第43号 

 ＝平成24年3月30日東京都条例第43号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」 

＊都規則第47号 

 ＝平成24年3月30日東京都規則第47号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行

規則」 

＊東京都震災対策条例 

 ＝平成12年12月22日東京都条例第202号「東京都震災対策条例」 

＊東京都帰宅困難者対策条例 

 ＝平成24年3月30日東京都条例第17号「東京都帰宅困難者対策条例」 

＊消防庁告示第2号 

 ＝平成13年4月6日消防庁告示第2号「東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示」 

＊児童養護施設運営指針 

＝平成24年3月29日雇児発0329第1号「社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育

指針」別添1「児童養護施設運営指針」 

＊留意事項 

 ＝平成28年3月31日雇児総発0331第7号、社援基発0331第2号、障障発0331第2号、老総発0331

第4号「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」 

 

 

イイ  児児童童自自立立支支援援施施設設  
 

実地検査を行った２施設のうち、１施設が文書指摘を受けています。この施

設は「防災訓練（避難・消火・地震等）を適切に実施すること」について指

摘されています。 

 構構造造、、設設備備等等にに危危険険なな箇箇所所ががああるるののでで是是正正すするるこことと。。 

1 

  

◇ 児童の危険防止のため、安全確保に十分な配慮をしなければならないが、ユ

ニット内に設置したテレビや箪笥等の転落防止対策及び窓からの落下防止

対策が不十分である。 

（都条例第43号第5条第3項） 

 消消防防計計画画をを適適切切にに作作成成すするるこことと。。  

1 

  

◇ 児童の安全確保を図るため、消防法令に定める項目を満たした消防計画を策

定し、所轄の消防署に届け出なければならないが、消防計画の中の事業所防

災計画に帰宅困難者対策を定めていない。 

（東京都震災対策条例第10条、東京都帰宅困難者対策条例第4条、消防庁告示第2

号） 

 小小口口現現金金出出納納帳帳・・金金種種別別表表・・月月次次試試算算表表をを適適切切にに作作成成すするるこことと。。  

1 

  

◇ 取引の遂行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等に際し、内部牽

制に配慮した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計処理及び出納管理を

行う必要があるが、平成31年〇月〇日時点の小口現金出納帳と金銭残高金

種別表及び月次試算表の現金が一致しておらず、現金管理が不適正である。 

（留意事項1-(1)） 

合合計計（（延延べべ）） 14 
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ウウ  乳乳児児院院  
 

実地検査を行った１１施設のうち、５施設が何らかの文書指摘を受けていま

す。その５施設のうち、３施設が「防災訓練（避難・消火・地震等）を適切に

実施すること」について指摘されています。 

 

 

【根拠法令等】 

＊都条例第43号 

 ＝平成24年3月30日東京都条例第43号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」 

＊都規則第47号 

 ＝平成24年3月30日東京都規則第47号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行

規則」 

＊乳児院運営指針 

＝平成24年3月29日雇児発0329第1号「社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育

指針」別添2「乳児院運営指針」 

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

施設数 

 防防災災訓訓練練（（避避難難・・消消火火・・地地震震等等））をを適適切切にに実実施施すするるこことと。。 

3 

  

◇ 非常災害に対応する具体的計画に基づき、不断の注意と訓練をするように

努めなければならず、避難訓練及び消火訓練については月１回以上実施し

なければならないが、消火訓練を実施していない月があった。 

（都条例第43号第20条第2項、都規則第47号第5条） 

 職職員員配配置置ににつついいてて、、国国基基準準・・都都基基準準をを充充たたすすこことと。。 

2 

  

◇ 国及び都の職員配置基準を充たすとともに、施設運営に必要な職員を確保

しなければならない。看護師については、職員10人の場合は2人以上、10

人を超える場合は10人増やすごとに1人以上配置する必要があるが、検査

日現在において看護師1名が不足している。 

（都条例第43号第26条、都規則第47号第7条） 

 事事故故防防止止ににつついいてて、、必必要要なな措措置置をを講講じじるるこことと。。 

1 

  

◇ 利用者の事故防止のための措置として、職員の不注意や危機意識の欠如等

により乳幼児の安全が脅かされることのないよう、具体的な取組として、

事故発生対応マニュアル、虐待対応マニュアル等を作成し、職員に周知し

なければならないが、事故発生対応や虐待発生時対応等を含めたマニュア

ルが作成されていない。 

（乳児院運営指針第Ⅱ部5） 

 自自立立支支援援計計画画をを策策定定すするるこことと。。 

1 

 

◇ 入所している個々の乳幼児について、当該乳幼児やその家庭状況等を勘案

し、自立を支援するための計画を作成しなければならないが、入所中の乳

幼児についての自立支援計画を作成していない。 

（都条例第43号第30条、雇児福発第0810001号） 

合合計計（（延延べべ））  7 
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＊雇児福発第0810001号 

 ＝平成17年8月10日雇児福発第0810001号「児童養護施設等における入所者の自立支援計画につい

て」 

 

 

エエ  母母子子生生活活支支援援施施設設  
 

実地検査を行った８施設のうち、１施設が文書指摘を受けています。この施

設は「契約を適正な方法により行うこと」について指摘されています。 

 

 

オオ  自自立立援援助助ホホーームム  
 

実地検査を行った７施設のうち、３施設が何らかの文書指摘を受けています。

その３施設のうち、２施設が「避難訓練（避難・消火・地震等）を適切に実施

すること」について指摘されています。 

 

 

  

指指摘摘のの具具体体事事項項例例  
文書指摘

施設数 

 避避難難訓訓練練（（避避難難・・消消火火・・地地震震等等））をを適適切切にに実実施施すするるこことと。。 

2 

  

◇ 非常災害に対応する具体的計画に基づき、不断の注意と訓練をするように

努めなければならないが、避難訓練等の非常災害に対する訓練を実施して

いない。 

（児童福祉法施行規則第36条の15） 

 虐虐待待のの防防止止ににつついいてて、、適適切切なな措措置置をを講講じじるるこことと。。 

1 

  

◇ 虐待の防止のため、職員に対し研修を実施するなどの措置を講じ、利用者

に虐待を行ってはならない旨、徹底しなければならないが、マニュアルの

整備や、職員に対する研修が不十分である。 

（児童福祉法施行規則第36条の5、児童自立生活援助事業実施要綱第9(5)①及び②、

自立援助ホーム運営指針第Ⅱ部3(6)） 

 苦苦情情解解決決ににつついいてて、、適適切切なな措措置置をを講講じじるるこことと。。 

1 

  

◇ 利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置するなどの必要な措置を講じるとともに、苦情の公正な

解決を図るために、当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を苦情の

解決に関与させなければならないが、苦情受付担当者が設置されておらず、

苦情解決責任者、苦情解決の仕組みについて利用者へ周知していない。 

（児童福祉法施行規則第36条の22第1項及び第2項、児童自立生活援助事業実施要綱

第9(5)③及び④、苦情解決の仕組みの指針） 
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【根拠法令等】 

＊児童福祉法施行規則 

 ＝昭和23年3月31日厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」 

＊児童自立生活援助事業実施要綱 

 ＝平成10年4月22日児発第344号「児童自立生活援助事業の実施について」別紙「児童自立生活援助事

業実施要綱」 

＊自立援助ホーム運営指針 

 ＝平成24年3月29日雇児発0329第1号「社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育

指針」別添7「自立援助ホーム運営指針」 
＊苦情解決の仕組みの指針 

 ＝平成12年6月7日障第452号、社援第1352号、老発第514号、児発第575号「社会福祉事業の経営

者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」別紙「社会福祉事業の経営者によ

る福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」 
 

    

 非非常常災災害害にに対対すするる具具体体的的計計画画をを作作成成すするるこことと。。 

1 

 

◇ 非常災害に対応する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を

するように努めなければならないが、非常災害に対する具体的計画を作成

していない。 

（児童福祉法施行規則第36条の15） 

合合計計（（延延べべ））  5 
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（（３３））  指指導導事事例例  
 

アア  児児童童養養護護施施設設、、児児童童自自立立支支援援施施設設、、乳乳児児院院  

 

（防災訓練（避難・消火・地震等）を適切に実施すること。） 

○ 児童福祉施設においては、非常災害に対応する具体的計画に基づき、不

断の注意と訓練をするように努めなければならず、避難訓練及び消火訓練

については、月１回以上実施する必要があります。 

○ しかしながら、東京都の実地検査において、消火訓練が実施されていな

い月がある事例が見受けられました。 

○ こうした事例に対して都は、児童の安全な生活を確保するため、非常災

害に対する具体的計画に基づき、実地訓練を伴う避難訓練及び消火訓練を

月１回以上実施するよう指導しています。 

【根拠法令等】 

＊平成24年3月30日東京都条例第43号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例」第20条第2項 

＊平成24年3月30日東京都規則第47号「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例施行規則」第5条 

 

 

イイ  母母子子生生活活支支援援施施設設  

 

（契約を適正な方法により行うこと。） 

○ 社会福祉法人における契約については、契約の性質又は目的が競争入札

に適さない場合や緊急の必要により競争に付すことができない場合にお

いて、随意契約によることができます。 

○ しかしながら、東京都の実地検査において、建物保守管理業務委託契約

について合理的な理由を示すことなく３社の見積り比較による随意契約を

行っている事例が見受けられました。 

○ こうした事例に対して都は、契約を適正な方法により行うよう指導を行

っています。 

【根拠法令等】 

＊平成29年3月29日付雇児総発0329第1号、社援基発0329第1号、障企発0329第1号、老高

発0329第3号「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」Ⅰ(3) 

＊社会福祉法人〇〇会経理規程第〇〇条 
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ウウ  自自立立援援助助ホホーームム  

 

（苦情解決について適切な措置を講じること。） 

○ 児童自立生活援助事業者においては、利用者等からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要

な措置を講じるとともに、苦情の公正な解決を図るために、当該児童自立

生活援助事業所の職員以外の者を苦情の解決に関与させなければなりま

せん。 

○ しかしながら、東京都の実地検査においては、苦情受付担当者が設置さ

れていない、また、苦情解決責任者、苦情解決の仕組みについて、利用者

へ周知していない事例が見受けられました。 

○ こうした事例に対して都は、苦情受付担当者を設置し、利用者に周知す

ること。また、苦情解決責任者は、苦情解決責任者の氏名及び連絡先、苦

情解決の仕組みについて利用者へ周知をするよう指導を行っています。 

【根拠法令等】 

＊昭和23年3月31日厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」第36条の22第1項及び第2項 

＊平成10年4月22日児発第344号「児童自立生活援助事業の実施について」別紙「児童自立生活

援助事業実施要綱」第9(5)③及び④ 

＊平成12年6月7日障第452号、社援第1352号、老発第514号、児発第575号「社会福祉事業

の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」別紙「社会福祉事業

の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」 

 




